
 
 

＊ 
■ 「線路主任技術者」の試験科目一部改正～「線路設備のセキュリティ管理」が追加されました。 

■ 平成 21 年 6 月 30 日以降に実施される試験から「受験による科目合格者に対する試験の免除期間」が、試験

の行われた月の翌月の初めから起算して「3 年以内に延長」になりました。 

■ 「電気通信主任技術者の資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持運用に関する

専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。」という「努力義務規定」が追加されまし

た。(＊詳細は、別途 HP 上でお知らせいたします。) 

 
 

 

■ 「電気通信主任技術者資格」は、建設業法上の「主任技術者認定資格」です。 

  「電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し５年以上の実務経験を有する」場合は、 

◆ 電気通信工事業の許可申請時の許可基準の一つである営業所専任技術者の認定資格となりました。 

  ◆ 電気通信工事施工時に配置を要する主任技術者として認定されています。（建設業法施行規則第７条の３） 

※ 詳しくは、国土交通省 各地方整備局 建設部などへお問合せください。 

■ 「電気通信主任技術者資格」は、経営事項審査における審査項目の「技術力（Ｚ）」を評価する評点の加点対象です。 

   公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受ける経営事項審査の審査項目「技術力（Ｚ）」は、技術職員の数により評価され

ます。電気通信主任技術者資格は、この評点の加点対象です。 

      ※ 詳しくは、経営事項審査の申請先となる都道府県（建設事務所、土木事務所など）にお尋ねください。 

 
 
 
 
■ 重大な事故報告の際、電気通信主任技術者による確認が要件化されています。 

   電気通信事業法（第２８条）に基づき、電気通信事業者が総務大臣に重大な事故報告を行う際、事故報告書（詳報）に、事故対

策を確認した「電気通信主任技術者」による署名・押印が新たに必要となりました。 

（電気通信事業法施行規則第５７条に基づく様式第５０の改正） 

■ 電気通信主任技術者による定期的な事故報告が制度化されています。 

     電気通信事業法（第１６６条）に基づく報告に、電気通信事業者による定期的な事故発生状況報告が新たに追加され、報告書

に「電気通信主任技術者」が署名して報告することになりました。 

（電気通信事業報告規則第７条の２及び様式第２４を新たに規定） 

★ 電気通信主任技術者は、ＩＰ系サービスにおける通信障害などの事故の増加傾向等を背景として、安

全・信頼性を確保する対策の中で大きく注目されています。 

 
 
 

 

㊖日本データ通信協会 電気通信国家試験センター 普及推進課 

電話 03-5907-5134 FAX 03-5974-0096 

平成１８年４月１日の改正・実施により・・・電気通信主任技術者資格の「役割が大きく向上」し、「企業の

評価アップに貢献」できるようになっております。 

平成１９年１１月２１日の改正・実施により・・・ネットワークのＩＰ化に対応した安全・信頼

性対策の一環として、事故報告について電気通信主任技術者の役割が明確化され、

責任範囲が広がっています。 

平成２１年６月３０日の改正・実施により・・・「線路主任技術者の試験科目の追加」・「受験による科

目合格の有効期限が２年から３年」に延長・「努力義務規定の追加」などの改正がありました。 

電気通信主任技術者資格の取得に向け、電気通信工事業を始めとして、ＮＴＴグループ、固

定移動通信業、電気工事業、電力業など、幅広い業種の企業の方々が受験されています。 


